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令和３年度 第１０回 役員会 議事要録 

日 時 令和３年９月３日（金）１０：００～１０：４０

場 所  ※ ビデオ会議システムにより開催

出席者 〈役員〉 学長，総括理事・副学長，理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当），

理事・副学長（財務担当）・事務局長，理事・副学長（法務労政担当）

〈役員以外〉小倉監事，三矢監事

資 料 

１．国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則等の一部改正について 

２．東京工業大学センター等協議会規則等の一部改正について 

３．国立大学法人東京工業大学無期雇用職員就業規則等の改正について 

４．国立大学法人東京工業大学人事委員会規則等の改正について 

５．国立大学法人東京工業大学事務職員評価規則一部改正案新旧対照表 

６．国立大学法人東京工業大学における講義等の業務委託に関する取扱要項一部改正案新旧対照

表 

７．東京工業大学学生アシスタント取扱要項一部改正案新旧対照表 

８．国立大学法人東京工業大学研究等支援基金規程（案） 

９．国立大学法人東京工業大学工事請負等契約細則の一部改正について 

１０．大学院情報理工学研究科の廃止に伴う関連整備について 

１１．東京工業大学教授会通則一部改正案新旧対照表 

１２．東京工業大学修士，博士及び修士（専門職）学位審査等取扱要項一部改正案新旧対照表 

１３．東京工業大学のおけるダブル・ディグリープログラム学生の検定料，入学料及び授業料の

免除等に関する要項の制定及び関連規則の廃止について（案） 

１４－１．協働研究拠点設置申請書及び設置申込書（アルバック） 

１４－２．協働研究拠点設置申請書及び設置申込書（セルシュートセラピューティクス） 

１５．国立大学法人東京工業大学特任教員等選考規則の改正について 

１６－１．オンライン授業実施ためのガイドライン 

１６－２．【参考資料１】オンライン教育基本方針とオンライン授業実施のためのガイドライン概

要 

１６－３．【参考資料２】オンライン授業の可能性として考えられる授業形式の例 

○ 令和３年度第９回役員会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

１．国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則等の一部改正について 

 佐藤理事・副学長から，資料１に基づき，高度専門職員（マネジメント教授及びマネジメ

ント准教授）が令和２年１０月に新設されたことに伴い，本規則等において所要の改正を行

うことについて説明があり，審議の結果，これを承認した。 

また，過半数代表者へ意見照会を行うことについて説明があった。 
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２．東京工業大学センター等協議会規則等の一部改正について 

   佐藤理事・副学長から，資料２に基づき，高度専門職員（マネジメント教授及びマネジメ

ント准教授）が令和２年１０月に新設されたことに伴い，本規則等において所要の改正を行

うことについて説明があり，審議の結果，これを承認した。 

   また，過半数代表者へ意見照会を行うことについて説明があった。 

 

３．国立大学法人東京工業大学無期雇用職員就業規則等の一部改正について 

   佐藤理事・副学長から，資料３に基づき，教育・研究系無期雇用職員制度の導入及び除染

手当の新設に伴い，本規則等において所要の改正を行うことについて説明があり，審議の結

果，これを承認した。 

   また，過半数代表者へ意見照会を行うことについて説明があった。 

 

４．国立大学法人東京工業大学人事委員会規則等の一部改正について 

   佐藤理事・副学長から，資料４に基づき，教育・研究系無期雇用職員制度の導入に伴い，

本規則等において所要の改正を行うことについて説明があり，審議の結果，これを承認した。 

 

５．国立大学法人東京工業大学事務職員評価規則の一部改正について 

   佐藤理事・副学長から，資料５に基づき，事務職員評価の指標に各職務に求められる職務

遂行力の追加，評価者の見直し，及び不服申出可能期間を設定することに伴い，本規則にお

いて所要の改正を行うことについて説明があり，審議の結果，これを承認した。 

   また，過半数代表者へ意見照会を行うことについて説明があった。 

 

６．国立大学法人東京工業大学における講義等の業務委託に関する取扱要項の一部改正につい

て 

   佐藤理事・副学長から，資料６に基づき，特定教授等の業務委託契約期間を教育改革前の

連携教員等とあわせて単年度ごとと規定していたが，事業年度を超えない範囲とするため，

本取扱要項において所要の改正を行うことについて説明があり，審議の結果，これを承認し

た。 

 

７．学生アシスタント取扱要項の一部改正について 

   佐藤理事・副学長から，資料７に基づき，最低賃金の引上げに伴う時間単価の改正に伴い，

本取扱要項において所要の改正を行うことについて説明があり，審議の結果，これを承認し

た。 

   また，過半数代表者へ意見照会を行うことについて説明があった。 

 

８．国立大学法人東京工業大学研究等支援基金の制定について 
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   佐藤理事・副学長から，資料８に基づき，租税特別措置法施行令第２６条の２８の２第４

項の規定により文部科学大臣又は文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣とそれぞれ協議し

て定める要件及び方法を定める告示による「研究等支援基金」の導入のため，新たに東京工

業大学基金に特定基金として「研究等支援基金」を設置することに伴い，本規程を制定する

ことについて説明があり，審議の結果，これを承認した。 

 

９．国立大学法人東京工業大学工事請負等契約細則の一部改正について 

   藤野理事・副学長から，資料９に基づき，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法

律の一部を改正する法律の一部が令和２年１２月２５日に施行されたことに伴い，本細則に

おいて所要の改正を行うことについて説明があり，審議の結果，これを承認した。 

 

１０．大学院情報理工学研究科の廃止に伴う関連整備について 

   佐藤理事・副学長から，資料１０に基づき，令和３年６月３０日付けで大学院情報理工学

研究科を廃止することに伴い，関係規則において所要の改正を行うことについて説明があり，

審議の結果，これを承認した。 

 

○ 教育研究評議会への付議事項 

１．東京工業大学教授会通則の一部改正について 

   佐藤理事・副学長から，資料１１に基づき，令和３年６月３０日付けで大学院情報理工学

研究科を廃止することに伴い，本通則において所要の改正を行うことについて説明があり，

審議の結果，これを教育研究評議会に付議することとし，了承された場合には，同日付けで

役員会の承認があったものとすることを承認した。 

 

２．東京工業大学修士，博士及び修士（専門職）学位審査等取扱要項の一部改正について 

   水本理事・副学長から，資料１２に基づき，令和３年６月３０日付けで大学院情報理工学

研究科の廃止に伴い，研究科に在籍した学生の当該研究科が廃止された以降における学位授

与の特例については平成２８年３月４日付け改正前の東京工業大学修士，博士及び修士（専

門職）学位審査等取扱要項を適用するため，本取扱要項において所要の改正を行うことにつ

いて説明があり，審議の結果，これを教育研究評議会に付議することとし，了承された場合

には，同日付けで役員会の承認があったものとすることを承認した。 

 

３．海外大学とのダブル・ディグリープログラム学生の授業料等免除について 

   水本理事・副学長から，資料１３に基づき，エコール・ナショナル・ポン・ゼ・ショセ及

び国立陽明交通大学国際半導体工学部とのダブル・ディグリープログラムについてはこれま

での交流実績に鑑み，期間及び人数を限定した形で授業料免除枠を設定することに伴い，本

要項を制定することについて説明があり，審議の結果，これを教育研究評議会に付議するこ

ととし，了承された場合には，同日付けで役員会の承認があったものとすることを承認した。 
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４．協働研究拠点の設置について 

   渡辺理事・副学長から，資料１４－１及び資料１４－２に基づき，協働研究拠点に関する

規則に基づく株式会社アルバック，セルシュートセラピューティクス株式会社との各協働研

究拠点の設置について説明があり，審議の結果，これを教育研究評議会に付議することとし，

了承された場合には，同日付けで役員会の承認があったものとすることを承認した。 

 

５．国立大学法人東京工業大学特任教員等選考規則の一部改正について 

   佐藤理事・副学長から，資料１５に基づき，教育・研究系無期雇用職員制度の導入に伴い，

本規則において所要の改正を行うことについて説明があり，審議の結果，これを教育研究評

議会に付議することとし，了承された場合には，同日付けで役員会の承認があったものとす

ることを承認した。 

 

○ 報告事項 

１．オンライン授業実施のためのガイドラインについて 

  水本理事・副学長から，資料１６－１から資料１６－３に基づき，令和３年７月２日（金）

開催の役員会において承認された「アフタコロナ（2022年度以降）の新しい教育の在り方の

基本方針」に係る授業等を実際に行う際の具体的な方法等について報告があった。 

 

○ その他 

１．次回開催について 

学長から，次回は９月１７日（金）１０：００から，ビデオ会議システムにより開催する

旨，案内があった。 

以   上 


